
様式第 1号 (乙)(第 2条関係 )

収 支 報 告 書

堺市議会議長 的場 慎一 様

議員氏名   札場 泰司

堺市議会政務活動費の交付に関する条例第 7条第 1項の規定により、令和 5年度政務

活動費について次のとおり報告します。

収入

支出

令和6年 5月 1日

(単位 円)
収 入 の 種 類 決 算 額 算 出 基 礎 等

1政務活動費

2その他

2,970,000 @270.000円 X1lヶ月 2,970,000 円

収 入 合 計 2,970,000

使 途 項 目 決 算 額 左のうち政務活動費充当額 イ席 考

調 査 研 究 費

研   修   費

要 請・陳 情 活 動 費

会   議   費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

広 報 ・ 広 聴 費

人   件   費

事 務 ・ 事 務 所 費

368,615

770,043

728,218

868,615

770,043

728,218

支 出 合 計 1,866,876 1,866,876
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様式第 14号 (第 7条関係 )

令和 5年度   事業実施報告書

会派の名称 。議員氏名

大阪維新の会 堺市議会議員団

札場 泰司
主な事業 。行事名 期    日 内 容 の 説 明
(調査研究費 )

(広報 。広聴費)

(事務・事務所費)

5月 ～ 3月

10月 11月

1月

3月

5月 ～ 3月

5月 ～ 3月

政策情報 (政策リサーチ)

政策情報 (時事通信社 )

歴史博物館建設について先進的な取組みを行
つている静岡市、インクルーシブ公園建設を

行つた豊川市への視察を行つた。
AIアプリを使つた英語学習とライ ドシェア
の取組を行つている京丹後市への視察を行つ

た。

議会質疑のため資料 (書籍)を購入した。

市政報告チラシを作製 し、ポスティングや街

頭で配布した。

住民からの相談や意見の聴取等に対応するた

め、市政事務所 。政務活動専用電話 。政務活

動専用携帯電話、事務所用品を用意した。
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

大阪維新の会堺市議会議員団

会派の名称・議員氏名 札場 泰司

年月日
整理

番丹
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

2023/5/10 1 1,480 -1,480 携帯電話アップルケア 支払い ⑨

2023/5/10 2 5,990 -7,470 事務所電話代 支払い ◎

2023/5/10 3 2,639 -10,109 ガソリン代 支払い ①

2023/5/10 4 5,383 -15,492 携帯電話代 支払い ⑨

2023/5/24 5 52,264 -67,756 事務所賃料・駐車場賃料6月 分 支払い ⑨

2023/5/24 6 16,665 -84,421 政策ツサーチ6月 分 支払い ①

月 計 0 84,421 -84,421

累  計 0 84,421 -84,421

■
■
■
■
■
■

■■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■■

■
■
■
■

■

■
備考 1 容」欄には、 は支出の内 る。 入れ、O月

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動
費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、
⑨事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

大阪性新の会堺市B残会議員団

会派の名称 。議員氏名 札場 泰司

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残 額 内容 項 目 その他

2023/6/9 540,000 455,579 政務活動費5月 6月 分 受入

2023/6/12 1 1,480 454,099 携帯電話アップルケア 支払い ③

2023/6/12 2 6,145 447,954 事務所電話代 支払い ③

2023/6/12 3 2,376 445,378 ガン)ン代 支払い ①

2023/6/12 4 5,391 439,987 携帯電話代 支払い ③

2023/6/12 5 16,500 423,487 時事通信7月 ～9月 分 支払い ①

2023/6/15 6 2,420 421,067 事務用品代 支払い ③

2023/6/23 7 52,264 368,803 事務所賃料・駐車場賃料7月 分 支払い ③

2023/6/23 16,665 352.138 孜策ツサーチ7月 分 支払い ①

月 計 540,000 103,441 436,559

累 計 540,000 187,862 352,138

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

1 の

務所賃借料など)

2 「項目」相には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動
費の使途項目を記載する。 (次の番号の記栽でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑥資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 。広聴費、③人件費、

③事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係)

会  計 帳  簿
大阪推新の会堺市議会議員団

会派の名称 。議員氏名 札場 泰司
年月 日

整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

2023/7/10 810,000 I,162,138 政務活動費7月 8月 9月分 受入

2023/7/10 l 1,480 1,160,658 携帯電話アップルケア 支払い ⑨

2023/7/10 2 8,174 1,152,484 事務所電話代 支払い ③

2023/7/10 3 2,607 1,149,877 ガンリン代 支払い ①

2028/″/10 4 島404 1,144,'3 携絆電話代 史拡い ③

2023/7/25 5 52,264 1,092,209 事務所賃料・駐車場賃料8月 分 支払い ◎

2023/7/25 16,665 I,075,544 政策ツサーチ8月 分 支払い ①

月 計 810,000 86,594 723,406

累 計 1,350,000 274,456 1,075,544

1 の

務所賃借料など)

2 「項目」相には、堺市議会政務活動費の交付に関す&条側別表に規定されてと＼る政務活動i

費の使途項目を記栽する。 (次あ番号の記栽でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 。広聴費、③人件費、
⑨事務 ,事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

大阪維新の会堺市議会議員団

会派の名称 。議員氏名 札場 泰司

年月日
整理

番 号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

2023/8/10 1 1,250 1,074,294 携特電話アップルクア 支払い ③

2023/8/10 2 4,795 1,069,499 事務所電話代 支払い ③

2023/8/10 3 2,592 1,066,907 ガソリン代 支払い ①

2023/8/10 4 5,351 1,061,556 携帯電話代 支払い ⑨

2023/8/24 5 52,264 1,009,292 事務所賃料・駐車場賃料9月 分 支払い ⑨

2023/8/24 6 16,665 992,627 政策ツサーチ9月 分 支払い ①

月 計 0 82,917 -82,917

累 計 1,350,000 357,373 992,627

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

備考  1 「内容」 には、収入又は支出の内容 る。 (政務活動費○期分受入れ、○月

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動
費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 。広聴費、①人件費、

⑨事務 。事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会  計 帳  簿
大阪性新の会堺市議会議員団

会派の名称・議員氏名 札場 泰司
年月 日

整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

2023/9/11 l 1,250 991,377 携帯電話アンプルケア 支払い ⑨

2023/9/11 2 4,048 987,329 事務所電話代 支払い ③

2023/9/11 3 2,332 984,997 ガゾリン代 支払い ①

2023/9/11 4 5,364 979,633 携帯電話代 支払い ③

彦023/0/11 も 1■ 3oo 9鉛,1弱 時事澄借10灯～ 12身分 支払い ①

2023/9/26 6 52,264 910,869 事務所賃料・駐車場賃料10月分 支払い ③

2023/9/26 7 16,665 894,204 政策ツサーチ10月 分 支払い ①

月 計 0 98,423 …98,423

累 計 I,350,00o 455,796 894,204

■
■
■

■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■
■
■

■

■
■
■
■

務所賃借料など)

2 「項目」相には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動
費の使途項目を記栽する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 。広聴費、③人件費、
③事務 ,事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係)

会   計 帳  簿
大阪維新の会堺市議会議員団

会派の名称・議員氏名 札場 泰司

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

2023/10/4 1 1,250 892,954 携帯電話アップルケア 支払い ③

2023/10/5 2 152,514 740,440 チラン印用叫・ポスティング代 支払い ⑦

2023/10/10 8ユ 0,000 1,550,440 弦務活動費10月 から12月 分 受入

2023/10/10 3 2,964 1,547,476 ガンサン代 支払い ①

2023/10/10 4 5,401 1,542,075 携帯電話代 支払い ◎

2023/10/10 5 6,513 1,535,562 事務所電話代 支払い ③

2023/10/26 6 52,264 1,483,298 事務所賃料・駐車場賃料11月 分 支払い ③

2023/10/26 7 16,665 1,466,633 政策 ,サーテ■月分 支払い ①

2023/10/31 480 1,466,153 視察 電車代 支払い ①

2023/10/31 9 16,130 1,450,023 視察 交通費 支払い ①

2023/10/31 10 400 1,449,623 視察 タクシー代 支払い ①

2023/10/81 11 330 1,449,298 視察 タクシー代 支払い ①

月 計 810,000 254,911 555,089

累 計 2,160,000 710,707 1,449,298

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■

■

■
■
■
■
■

に の

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動
費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

大阪維新の会堺市議会議員団

会派の名称・議員氏名 札場 泰司
年月 日

整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

2023/11/1 1 420 1,448,873 視察 交通費 支払い ①

2023/11/1 2 8,770 1,440,103 視察 交通費 支払い ①

2023/11/1 3 190 1,439,913 視募 交通費 支払い ①

2023/11/6 4 1,250 1,438,663 携帯電話アップルケア 支払い ⑨

2023/11/10 5 2,520 1,436,143 ガゾリン代 支払い ①

2023/11/10 5,384 1,430,759 携帯電話代 支払い ⑨

2023/11/24 7 52,264 1,378,495 事務所賃料 ,駐車場賃料12月 分 支払い ⑨

2023/11/24 8 16,665 1,361,830 政策リサーチ12月 分 支払い ①

月 計 0 87,463 -87,463

累 計 2,160,000 798,170 I,361,830

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

1

務所貸借料など)

2 「項目」相には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動
費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
'陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 ,広聴費、①人件費、

⑨事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

大阪維新の会堺市議会議員団

会派の名称 。議員氏名 札場 泰司
年月 日

整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

2023/12/4 l 1,250 1,360,580 携帯電話アップルケア 支払い ⑨

2023/12/11 2 16,500 1,344,080 時事通信 1月 ～3月 分 支払い ①

2023/12/11 3 7,060 1,337,020 視察 宿泊費 支払い ①

2023/12/11 4 1,800 1,335,220 ガソノン代 支払い ①

2023/12/11 5 5,410 と,329,810 携帯電話代 支払い ⑨

2023/12/11 6 7,956 1,321,854 事務所電話代 支払い ⑨

2023/12/25 7 16,665 1,305,189 政策ツサーチ 1月 分 東ヤムい ①

2023/12/25 8 52,264 1,252,925 事務所賃料 ,駐車場賃料 1月 分 支払い ③

2023/12/28 9 295,128 957,797 チラン印刷・ポスティング代 支払い ⑦

月 計 0 404,033 -404,033

累 計 2,160,000 ユ,202,203 957,797

Vt十奪 }|

■
■

■
■
■

■
■
■

■

■

■

■

■
■

1

務所賃借料など)

2 「項目」相には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動
費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、
③事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

1 」欄にイま、

大阪維新の会堺市議会議員団

会派の名称・議員氏名 札場 泰司

る。の ○ 、O月

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動
費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、ヽ①会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

年月日
整理

番 号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

2024/1/4 1 1,250 956,547 携帯電話アップルケア 支払い ⑨

2024/1/10 810,000 1,766,547 政務活動費1月 2月 3月 分 受入

2024/1/10 2 4,508 1,762,039 事務所電話代 支払い ③

2024/1/10 3 5,361 1,756,678 携帯電話代 支払い ③

2024/1/10 4 2,279 1,754,399 ガノリン代 支払い ①

2024/1/24 5 3,000 1,751,399 視察資料代 支払い ①

2024/1/25 6 52,264 1,699,135 事務所賃料・駐車場賃料 2月 分 支払い ⑨

2024/1/25 7 16,665 1,682,470 政策リサーチ2月 分 支払い ①

月 計 810,000 85,327 724,673

累 計 2,970,000 1,287,530 1,682,470

■
■
■

■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■

■

■

■

■

■

■

■
■
■
■
■
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様式第 10号 (第 6条関係)

備考 1

会 計 帳 簿

大阪維新の会堺市議会議員団

会派の名称・議員氏名 札場 泰司

には、収入又は支出の内容 る。 、O月 分事

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動
費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 。広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

年月日
整理

番 号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

2024/2/5 1 1,250 1,681,220 携帯電話アップルケア 支払い ⑨

2024/2/13 2 4,201 1,677,019 事務所電話代 支払い ⑨

2024/2/13 3 5,358 1,671,661 携帯電話代 支払い ⑨

2024/2/13 4 2,713 1,668,948 ガソリン代 支払い ①

2024/2/26 5 52,264 1,616,684 事務所賃料・駐車場資料 3月 分 支払い ③

2024/2/26 6 16,665 1,600,019 政策リサーチ3月 分 支払い ①

月 計 0 82,451 -82,451

累 計 2,970,000 1,369,981 1,600,019

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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様式第 10号 (第 6条関係)

会
｀
計  帳  簿

大阪維新の会堺市議会議員団

会派の名称・議員氏名 札場 泰司

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

2024/3/4 1 1,250 1,598,769 携帯電話アップルケア 支払い ⑨

2024/3/4 2 1,960 1,596,809 視察旅費 支払い ①

2024/3/11 3 13,794 1,583,015 視察宿泊費 支払い ①

2024/3/11 4 5,381 1,577,634 携帯電話代 支払い ⑨

2024/3/11 5 2,584 1,575,050 ガソリン代 支払い ①

2024/3/11 6 16,500 1,558,550 時事通信4月 ～6月 分 支払い ①

2024/3/25 7 52,264 1,506,286 事務所賃料・駐車場賃料4月 分 支払い ⑨

2024/3/25 8 16,665 1,489,621 政策リサーチ4月 分 支払い ①

2024/3/28 9 317,356 1,172,265 チラシ印刷・ポスティング代 支払い ⑦

2024/3/29 10 5,045 1,167,220 チラシ印刷代 支払い ⑦

2024/3/29 ll 39,160 1,128,060 書籍代 支払い ①

2024/3/31 12 3,496 1,124,564 コピー用紙代 支払い ⑨

2024/3/31 13 6,392 1,118,172 スチールラック代 支払い ⑨

2024/3/31 14 15,048 l,103,124 シュレンダ~代 支払い ⑨

月 計 0 496,895 -496,895

累 計 2,970,000 1,866,876 1,103,124

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

1 「内容」欄には、

務所賃借料など)

の内容を記載する。 ( 分受入れ、O月 分事

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動
費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

13



参考様式第 3号

事務所 (使用)状況報告書

会派の名称・議員氏名

大阪維新の会堺市議会議員団

札場 泰司

T593-8324

堺市西区鳳東町 5丁 440-1

TEL 072(271)9580

□自宅兼事務所  ■専用事務所 (賃貸借契約先 ) 
□私的使用

□後援会事務所
他用途との兼用

■ 有 →
□ 無

■会社等 (関係団体)

月額

(政務活動費充当額

55,Ooo円

441 0oo円 )

80%

(次のいずれかの説明方法を選択)

■使用画積による  使用面積
□使用時間による  月

20ポ/た正べ面積 (ポ )
時間のうち    時間

維持管理

経費

□電気代・・・

ロガス代・・・

□その他 (

□水道代・・・  %
■固定電話代・・・ 8o%
。・    %

％

％

80%
月額  10,oob円

(政務活動費充当額   8, 00o円 )駐車場

賃借料
【所在地】堺市西区鳳束町5丁 440-1

□生計を―にしない親族  ■第二者  □その他 (

※議員と貸主の関係は、生計を―にしていないことを条件とする。

他用途との兼用は無いが、政務活動以外の活動にかかる物品を保管している為、面積

按分 している。

※事務所・駐車場を賃借する場合は、賃貸借契約書またはそれに代わる書類の写しを併せて提出すること。

14



・上

営ｉ

房

賃:貸 1借 契 約
:書

(市議事務所)

貸主:∵ 様

借 主 札場 泰司 様
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3-(1)事 業用 賃 賛 rき契 約書 (事務所 )

事業用賃黛借契約書 (事務所 )
貸主  (以 下「甲」とい う。)と 借主
約ぎにより頭善に表示する不動産に関する貨貸子昔契約を締結した争

札場 恭司 (以下「乙Jと ぃぅ。)は、この:

頭書 (1)目 的物件の表示

)

山内貸事務

440番 地 l
(登記簿) 丁 440番 地 1と 439番 ナ也
・鉄骨造 ・鉄筋コンクノート造 ‐鉄弓「躾筋コンタリート造・軽量鉄骨造/瓦葺・ ‐亜鉛メ ンキ鋼板葺・セメン ト瓦葺・陸屋根・その他 (
(2)送建/全 ( )デ百

平成 22年 4月

頭書 (2) 事業内容 (具体的に記載すること)

頭書 (3)契 約期間

頭書 (4)賃 料 等

レー ト
その他 (

′   )/

名   称

所 了玉 )と

構  造

種  類
新築年月

藪  

附 属 施

備    考 まの賃貸借 とする。現状有

但 し、家負
‐の発生は

平成 2 9 4 2年 月 7 日 か ら 3平成 4年 月 2 6 日 で 2ま ( 年月普])
借 の王 使 用 開抜台 を問準備期 し、考慮 る来 7 l月 日 か ら すと る

目的惣件の引渡し時期

貸  料 月額 50,Ooo円
(消費税 4,00o円 )

管理・

共益費

電気 。上下水道使用料はメータエ計型により別途支払いとチる。
込

気器具 ン

スガ の 号 み まあ まり んせ 必 口手′ま要 借 王 しお て 確 ′ ヽノブ スガ 器等 の目
置設 をイ子9 と

貸与する鑑
鍵 N。

本  数
本

賃料等の支払時期

日振   込 近 畿大阪銀行

□持   参 持 参 先

資料 等の

支払方法

ロ ロ屋 引落 委託会社名

業 用
所)!書 ' 15 o3

16



(自  宅)TEL

(勤務先)TEし
(会社名・部署名 )

緊急連絡先

(担 当者 )

／
″
と
，

頭善 (5)借 主緊急連絡先

顕暮(6)貸 主及び管理者

※貸主と建物の所有者が異なる場合,ま、次あれ]も記載すること。

頭書 (7)乙 の慣務の担保

頭暮 (B)更 新 F平関する事項

頭書 (9)特 約事項

!

t(
洋

管 理 者

所 在 地 堺 TEI´       

貸主及び借主承方異議が熊ければ本象約は吏新する
と言ぃ冥新できませんど)

ことができます (貸主の更新拒絶に正当甘予由がある

鞘 主は市議言勅 とし
―
Cf丈用するに腰 な

易籍 繁 鐵 解 T堪
°

.?1甘 秒担において管うものとする。また原則、建彩
等)の変更は行わないものとするが、請壁の

1撤

去及びその他の壁・床 ,階段の表面内装を
―

リフォームしょぅとする時は負`主の承諾を得て行 うこととする。
・借羊の都合により市議事務所以外の用途事業を併設しようとする際は、向かい側に存する本件r中介
者店舗 (不〆√力産賃貸仲介業)と同じ事業は、道義上行わないことを約するものとする。
'本建物 にはガスの引込みが無いので必要 な時は借主において電気器具・プロパンガス器具の設置等
行うこととする。 i       l
本契約条項と本特約条項が重複する場合はを約条項を優先する。

本牛勿件|ヽ現状有姿のままの賃貸借とする。

(事務所 )用 ' 15 03

17



(

契 約 条 項

(契約の締結 )

矛 可条 貸主 (以下「甲」とい う。)及 び借主 (以下「乙Jと いう.)は 、頭書 (1)に 記栽する目的物件 (以 下 「本物
竹Jと いう。)について、頭書 (2)の使用用途に供することを目的とする賓貸借契約 (以下「本契約」といぅ。)を
以下のとおり締結した。

(契約期間)

事ゑ条 契約期間及び未物Fの引渡し時期は、,負
~書
(3)記載のとおりとする。:

2 市及び乙は、鎮喜 (8)の詫裁に従い、協議の土、本メ契為を更新することができる。

(貝
~郷
〉

第 3条 乙は、頭書 (4)の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙は、次の各号の下に弦当する場合には協議あ上、賃料.を改定することができる。
T 土地又はえ壬物に対する紅税その他の負担の増減により、賃料が不相当となった場合
二 土地又は建物のall格の上昇又tiイ氏下その他の経済事情の変動により、賃料が不相当となった場合
三 近

"類

似?建物の資料の変動が生 じて賃料が不相当となった場合            「     ~
9 1ヶ 月に満たない期間の賃料は、 lヶ 月を30日 として日割 り計算 した額とする

(共益費)

第 4条 恭益費の設定は行いません。

(_負担の帰属)                             |

第5条 甲は、本物件に係る公租公課を負担するもあとする。
2 るは、電気・プロパンガス・水道・その他専用設備に係る使用料金を負担するもあとする。

'

徴 金及び保証金)          |
第 6条 (A)iと金以外に敷金及び l呆証金め設定は無いものとするo            l

(礼金)

第 6条 (B) 乙は甲に対 し、この契約の締結時に頭書 (4)に記載する礼金を甲に支払うものとする。
? 礼金はこの契約が終了し、乙が 目的物件の明渡 し、その他■の契約によるるの債務の履行を完了じでも甲は一
切この礼金のiE還應しないものとする。                 :

|(反社会的勢力ではないことの確約)
第 7条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号に定める事項を確約する。
二 _白 らがt暴力団員による不当なイ予為の防止等に関する瞥律 (平成 3午法律第 77号)第 2条第二号に規定する暴
力団(暴力団関係企業、総会屋若 しくはこれらに準ずる者又はその構成員 (以下総称して「反社会的勢力」とい

う。)ではなヤヽこと                              ‐

二 甲又は乙が法人の場合、自らの役員(業務を芋九行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が
反社会的勢力ではないこと

二 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでは|ないこと
四 自らヌは第二者を/11用 して、次のイ子為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いるイ子為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害 し、又はイ言用を毀損する行為

(禁止又は制限される行為 )

第 8条 乙は、甲の喜面による永誌を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は担保の
用に供してはならなぃ。

2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件のチ曽笑、改築、移転、改造若 しくは模標替又は木物件の敷
地内における工作物の設置を行つてはならない。

3 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、頭書 (2)の値用内容を変更 してはならない。

' 15 03約 吾 (事務所 )1/争 月18



(明渡 し及び明淳し時の修繕)

〒14令  乙は(F月渡し自守2ヶ月前まで

'こ

甲に進知の上、
今孝
満
1終了手る写までィ1柔易海をF月け甚きなlサ元|こメFらない。

:ら :1帝
'月■学の屋f査でど≧ごで雲琥滅乾藤葬習憂ぞ見亀象二玩|き准憂≧写窪警筆,を彗尼建亀を筆,'患r。

4 本契為終了時に李物存内に残置されたとの所有物力
|,とと,畜をこ;i慧曇璽姦盈員在ζ邑斑雰:i縫泳顧

ヂあるときは、乙がその再点でこれを方女棄したものと
に要した費用を乙に請求することができると

1杉Fを|;ど
舜I皐葉1晏豪:婆書紫を慕写

しゴ濯ぞ層誉修野どを覆移菖夕寮肇どね号茎≧写なξ戸」字
「と皇宇芦ξ:亀五慧Ⅲ羞歳民途ィ亀ξ竜建蓬進球鵞線 着■弊r嗽

日庵詠効渡
(立入り)                               ‐

也の本
監
件?管理|々 li之 長ヽIPIあると言

'す

、あら,,じお乙
|

一  本物作 を頭書 (2)記載 の使用用途以外の用 に供 した とき
二 第 8条 (多 7項第五号か ら第七号 を除 く)か ら第 10条 までの規定 に違反 した とき
三 入居時に、乙又は連帯保証人について告げた事実に重大な虚偽があったことが判日月したとき
四 その他乙が本琴約の各条項及び符約に違反 したとき
五 銀そ子収引の停止
六 破産手続きの開,台
七 民事再生手続きの開夕合
人 会社更生手続きのFォ弓夕台           !
九 特男げ精算手続きの開女台
3 甲尺 tま乙の一方←こついて、次のいJ→れかに該当した

,合にt:、 そあ相手方は、術との催告も妄モずして、本契約を解除することができる。

一 第 7余の確約に反する事実が判明 したとき
二 契約締o後 に口ら―又は役員が反社会的勢力に該当 したとき
4 甲は、乙が男 母条第 【項第五号か ら第七号に掲げる行為を行 った場合

II、
何 々あ律告も要とすして、本契約を解除するこ生ができる。

(乙か らの解約)          .
第 13条  乙 ,|、 甲に対 して 2ヶ月煎に解約の申入れを行 うこ |'こ より,本

テ
ス'約を終すlヵ ことふできる。2 前Fの規定になかわらず、とは解約申入れの日から2ヶ 月分?賃料 (本契約の解約後の賃料相当額を含む1)を甲に支払 うことにより、解約申入れの日から起算して 2ヶ

f守経過する日事ての甲、随時に本碧約を終了することができるこ                 :

葉用 tx貸借契 ゥ々Gま rζξF^再 Fヽ F、 /
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′

て

一
・

(甲 の通知義務 )

第 16条 甲は次の各号のいずれかに該当するときは直ちにその旨を書面によって乙に渾知しなければならない。
一 賃料等支払い方法の変更
二 頭書 (6),こ記載 した管理者の変更

(乙の通知義務)

第17条  乙又は違帯保証人は、各号のいずれかに該当するときは、百L々 にそのョを青面によって甲に通知 しなけれ
ばならない。

一 乙pミホ契約締結当時の名称変更、合併、使用目的の重大な変更があるときなただし、当該各為が賃椿権の議凌
と評価できるときは、第 8条昇 1項の定めに従うものとする
二 長期に体業するとき
三 連帯保証本の住所、卜名、緊急の連絡先その他の変更
四 連帯保証人の死亡又は解散

(延滞損害金 )

第18条 乙は、本架ぉ より生 じる全銭債務の支払いを遅滞 したときは、年 (365日 当たり)5%の割合による進滞損害
金を支払 うものとする。

(乙の債務の担保)

第19条 本契約においては、顕書 (7)に 記載する方法により、との債務を担凛する.           I
? 頭春 (ゲ )で「違帯保証人」は、次のな号の定めによるものとす るじ
一 頭書(7)口己載の連帯保証人は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債務を負担するものとする
二 導●保護人が死亡し、又

“

破産開歩合決定等によって連Ⅲ保証人 として要求される有ヒカ又は資力を失らたときは、

第
‐
17条?規疋
~に
基・づき乙は直ちにその旨を甲に通央βするとともに、甲の承諾する新たな連帯保証人に保証奏託

するものとする

三 i前号の場合において新たに甲とσ,間で連帯保証契約を締結 した連帯保証人 |ま、第
=号
tと定める義務を負 うもの

とする

(契約の泊減 )

第20条 本契約は、天災、地変く火災その他甲乙双方の貢めに帰さない事由によ.り 、本物件が滅失 した場合、当然
に消溝する。

(免責 )

第2イ 条 地震、火災、風水害等の災害、盗難、停電等その伸不可抗力 と認められる事故、又は、甲若 しくは乙の責
によらない電気、ガス、給排水等の設備の故障によって生 じ■甲又は乙の損害につ▼ヽて、申又は乙は互いにその

責を負わないものとする。

(協議)

第?2条 甲みび乙,ュ、本契灼書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈にっいて疑義が■ じた場合は、民法そ
の他の法令及び慣行に従い、誠意をもつて協議 し、解決するものとする。

(合意管轄裁判所)

第23条 本契示研こ起困する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生 じたときは、本物件の所在地を管轄する地方 (簡
易)裁判所を弟
~1密
管轄裁判所とすると

(特約事項 )

第24条 特約事項 :こついては、頭書 (9)記載のとおりとする。尚、本件賃貸借契約において契約暮各条項と特約条
項のためが重複する撮合は特約粂項のパモ

‐
t｀

チヽ)を優先するものとする!

r‐

用 賃 rs契
=務
所 )720



氏名

連 帯 保 証 人

商
与
災「ま名称 IP→ PÅ s■ルマネ>メ 〉 ト

代表者 の氏名 1中野 清 F径

'主たる事務所

所在地 ,TEと
堺 市西辱鳳 東町 4丁 325
072-272-1532

主たる事務所 |

所在Ⅲ,TEと |

商号又は名称 i

の氏名 |

登 録 番 号|(大阪 ) 第 027640号
宅

地

建

物

取

引

〓

に業務

務一与
・　
ン

事 務 π ttI PttPAS:ビ
ノィ下ネィメ

ント

堺市西区鳳東町4す 3う 5
072-272-1532

業務に従事する

事務所所在地

TEL

名

TEL
所在地

本契約の行結々註するため、本契約書を 2通作成 し、貸主、借 主が記名押印の上、各自 1通 を保有する。

住 所

住所

平成 29年 4月 27

TEL ri

EL

TEL

′
 15 イ)A

※この契約書は、令地建
‐
物 取引業 法第 37余に定められている書 面 を兼ねてぃます。

)3
実 用 契ネつき (事務所
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戦
を甲とiし、

甲・乙P山 ※ 1挙する麟 に乙力巧牙有する自馳車を駐車するため(次の通り駐勒 の賃貸十昔に関する契約を締結する。

て乙として、

第1条

場賃貸借契約き :ヤ
イ

T議羅警鶏為焔暴催騒黎鐘鴨点ヱ

研 在地)

(名 称)

(車  勘

(車両所有者名)

貨料壱力月金

・
う 器 祖 望 隻

・礼 &

孝じ葬 伸輌プレートナンミ→

/ら れ 円也

也僻約51tt  Fプ .し ' 四tLD

第1珠 乙は第 1条記栽の車両を変更しよぅとする正きは、甲の承諾を必要とする。
第12条 車庫証明発行の手続きをする時lk乙は証明手数料として月1蛯手数料を支払うものとする。
第13条 甲が車廊証明背所得し登録さ元た後は、速やかに車両番号

守甲に通知しなけれはならない。

lircョ
:阜三三二::ここと菫 馨

二辱議 熱 紺 テ督揖綜絶 露

第15条 解約の時は、乙は甲|こ対して未払金、弁償金があればそれを完済した後、甲はそれを碓認の上、第 1 ら齢 弓|
また、

を差し引き、:乙に返還する。の契約が終了し、乙が目嚇 明渡し、その他この契約による乙 |
しても甲は乙に対し―切この礼金の返還はしないものとするも第2粂 この契約きの剤脚ま輸 』 多 ヱ 月_上 日より平成 訪 年 ど 月_熱_日まで向こうュ年PHヨ とする。

蜘 靭 蜜用紳 の文伴と、い的 輸 こ翌月分を乙

熾 顆 鞘 毬

とし、万―帝ヵ労なり
催告も貿せず米契約を狩イ

          驚i::ヨ与i葺
?と

'青

あ途
中

また、月の途中にお|ぅ
における解約について,d

射犠
中怠異倉所召ぞ擢k旅ぞ憲密留意患露ェf慾冒な竪摂奪彗込戸料(年月ッの1曽額を生十第54ギ
子そ語そ島と影岳整静:三弊1こ:叢:聾::麓召標甜

やむを得警定
=な ▼ヽこと。第6粂

並みだ羅極Ⅲ覇縫堅帯艶聴な:な↓tま t、 |,|の腎約
上の権利を
守r第7糸 甲または甲の命ずる管理者の定めた管理契約に違反した場合(甲は直ちにイ可等催告なくして本契約を角7除することが出来る。

γ智争勘 写麓,こ暉 矯縄 鶏 諺宮色堪線 藤をガ憂み
:たキ
yと
Rま
この選
:途を岳菩宏亀吝F協♂雛苦転他契約タトの目的に使用するこ翔

推::言:,3阜野杯頃こことを軽:う要戸翠華書黒駈解

第16条 甲の都合によ
い。又、請求し

第17粂 乙は本契約を
万■通知を怠っ

よつて生する損害にっぃては、甲に一切請求することは出来な

る際は期間済了91ヶ月前までに甲に使用継統の過知をするものとし、ら選要各媒 き時は本契約は解除したものとし、1以後の使用を停止されても一切 し立てないものとする。

この契約を証する め、本契約き2過を作成し、甲・乙な 1通 を所持するものとする。

平成り年

鮭 (甲 )

借主(乙)

と
F

井

_ _|__i…

※Q鳳△1碧開期ま借喜のご負担とする。)

鮨 子

の振込先〕孝発拍及技 考族込サとlЯ

仲 介 者

・
'赫
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こ①

駐車場賃貸借契約に係る覚書

賃黛人 L樹′内.久代!を甲をし、賃倍人 工だば泰ヨ事務 F~り〒
=二
としモ幸歳 ゑ9卒 61

月 17日 に締結された駐車場賃貸借契約青にちぃて(下記の通り条文を修正する事と
し′、その証として本書2通を作成し′、申,と各l通を所持チるなあとすを1  1

*原契約.           i

(所在地)堺市

(窄l称 ) 駐車場 号

(車 種 )普通車  |

笛 料 ).10,.000円 /月 ,

※第 17条                    `
′    r          i

「乙は本契約を更新する際に期商満了のlヵ界中革でに甲に使用継統ら追知をす i

ゃもの1し、TT通知を怠った場合,何夢碑絡ゐ無しヽ時ぃ本契灼イま解除!したものとし、●
以後の使用を停止されてもT切暴議を申ぃ辛てないもの|すo。 」     '
↓(修正) i                              ,
「本挺約の期間満了の1弟力前までに、甲・争から何らの意思表示がみぃときは、本

契約は吏に二年間同■条件をもらて更新されaものとする詞       t

平成ブど'年
子月 日

貸主 (甲 ).住所

氏名

借主 (乙 )住所

氏名 一９ TEL.

23



政策 リサーチ利用個別覚書

?ユξ這寡]警4,littζきと

':書

を撫
意晟平Ⅲそこ讐&偵ぢ,た基与ピF環露
締結する。

: 覚吾に定めた以外tま、政策リサ|チ利押規約にょるものとする。

第 1条 (料金)
甲はぅに対し、下記ゐシスチ|ム利用料金等を、下記口をに振り込んで支払うものとする。但ル、1振込手数料喧甲の負担とする。

∩
(1)初 期 登 録 費 用:

(2)月 額システム利用料

振込口座

000口 (消費税別)
090円 (消費税別)

金

釜

ユ 5,

15,

早秦慕京

“

銀  店
音揮預拿
名  義 株式会社ドーショす

2.甲の初回の支払は、初期警録尊輝と不v月

"始

月分 (19月利用芥)及び翌角外 そ彦む
il,91年 1月利用分)の角額情報不J邪料を合わせて支払うものとする:

3∫ 以降の角額システム利用料の車払は、i利用月の前角末目までに東払うものとする。1但
,し、利用月の前月本百が金融磐関の公業口にあたる場合は前営業目までとする。

:

第 3条 (利用期間)            |
政茶リサ
エチの契約期間は、次のとおりとする!

第 4条 (更新及び解約 )

2018年 12月 il日 より20ュ 9年:11月 30日

甲から乙に対し、利用期間満了日より 3カⅢ月前までに嘗面に|ぅ解約の申名が無い場合は、 1年間の自動更新を行うものとするよ        ｀

24



以上のとおりt覚書を締結したので、その証として本書2通を作成し、甲乙各 1通保有
するものとする。         、

平成39年 //月 /ど 日

(甲 )

'界

市西医鼠束WJ-5丁 446-|

t¨
〔ヽ一)

れ ヶ

乙)株 式 会 社 卜 ■ シ ョ 十
東 京 都 中 央 区 銀 座 5-9‐ -8

祠

【

r

榮楽議ォ盛4整
ク
て智!1著

r
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　ヽ

ヤ

様式第 13号 (第 6条関係 )

備   品  台 帳

会派の名称・議員氏名 大阪維新の会堺市議会議員団 札場 泰司

処分年月日・事由
償去「完了

年月 日

2025.11.10

2027.1.13

2027.3.7

耐用

年数

5年

5年

5年

年

年

政務活動費

充当額

118,624円

(按分率  80%)

134,800円

(按分率  100%)

85,440円

(按分率  80%)

(按分率   %)

(按分率   %)

購入金額

(税込)

148,280円

134,800円

106,800円

形質品  名

MacB。。k Pr。

iPhone 13 Pro

iPad Pro

購入年月日

2020。 11.10

2022.1,13

2022,03.07

備考 1

2

1品 目100, 000円 以上 300, 000円 未満の備品について記入すること。
購入年月日、償却完了年月日又は処分年月日の属する月は、使用していたものとみなす。
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参考様式第 4号

出張報告は下記のとお りです。

出張報告書

会派の名称・議 員氏
=名

令和 5年 ■ 月 18日

大阪維新の会堺市議会議員団

札場 泰司

1,目   的

記

下記各項目についての現地調査並びに取組みについてのヒアリング

①静岡市「静岡市歴史博物館」

②豊川市「インクルーシブ公園の取組みについて」

2。 期   間   令和 5年 10月 31日 (火)～令和 5年 11月 1日 (水 )

3,日 程 等

月  日 時 刻 出張先 (都市・施設名等)

① 10月 31日 (火 ) 14:00-16:00 静岡市歴史博物館

② 月 1 日 (水 ) 10:30去Ψ12:00 豊)|1市役所 豊)|1公園こども広場

4.面談者
・静岡市

静岡市観光交流文化局

静岡市観光交流文化局

静岡市歴史博物館

静岡市歴史博物館

静岡市歴史博物館

歴史文化推進係

歴史文化推進係

課長補佐兼係長

主任主事

副館長

歴史文化課

歴史文化課

 様
 様
 様
 様
 様

企画経営課 課長
学芸課   課長

豊)|1市

豊川市 都市整備都
豊川市 都市整備部

公園緑地課

公園緑地課

  様
  様

課長

課長補佐
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5。 報告内容 【調査内容や成果等について、具体的に記載すること】

①静岡市役所

O時系列の報告
10月 31日  14:00静岡市歴史博物館に到着。ヒアジングの後、館内視察。

ご対応者

静岡市観光交流文化局 歴史文化課 歴史文化推進係 課長補佐兼係長
静岡市観光交流文化局 歴史文化課 歴史文化推進係 主任主事
静岡市歴史博物館                 副館長

静岡市歴史博物館   企画経営課 課長
静岡市歴史博物館   学芸課   課長

 様
 様
  様
 様

【静岡市歴史博物館について】

・建築構想は、旧静岡市で昭和 50年台から検討が始められてきた。平成 22年度に基本構想が策

定され、平成 27年度基本計画が策定、平成 29年～令和元年度に設計、令和 2年～令和 4年度

建設工事、令和4年 7月 23日 プレオープン、令和 5年 1月 13日 グランドオープンした。
,基本理念は、「歴史文化から静岡の未来をつくる。～静岡の過去を学び、今を知る。そして、未

来を考える。～」

・運営は、指定管理者=公益財団法人静岡市文化振興財団。 (非公募)
・設計は、金沢 21世紀美術館やループル=ラ ンスの設計を手掛けた「SANNA事務所」が行なっ
た。

【質疑応答】

Q: 経費について。
A: 建設費用は予算ベースで 64億円。59,8億円。指定管理費は 3,2億円を見込んでいる。期間は
5年間。 (非公募で文化振興財団)

Q: インバウンドの状況は。
A: 開館間が無い事もあり、まだ海外からの来訪者は少ない。
Q: 収蔵品の内どの程度を展示しているのか。
A: 80点 ほど。年間 3回ずつ入れ替えている。
Q: ガイ ドツアーはどういった団体が行つているのか。
A: ボランティア団体に委託している。 90名ほどの登録者がいる。
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② 豊川市 豊川公園 こども広場インクルーシブ公園の取組みについて
O時系列の報告
11月 1日 宿泊場所より豊川市役所に向かい、10時 00分到着。豊川市議会副議長・冨田潤様か

ら挨拶を受け、ヒアリング・現地視察を行う。

ご対応者

豊)|1市

豊,II市

都市整備部

都市整備部

公園緑地課 課長
公園緑地課 課長補佐

様

様那

【豊)ll公園子ども広場について】

・豊川公園は、運動公園として昭和 25年に供用が開始され、野球場・陸上競技場・庭球場 。市プ

ール・自由広場 。こども広場 。駐車場で構成されてきた。

・上位計画である、第 6次豊)|1市総合計画では、4つの「まちづくりの基本計画」において、定

住促進、交流促進に寄与する施策として豊川公園の再整備が示され、第 3次豊川市都市計画マ

スタープランでは、中心拠点に位置する豊川公園では、スポーンと賑わい創出に資する再整備

を行い、一層の機能充実を図るとし、豊川市緑の基本計画ではね基本計画 4「活かす」施策と

して、豊川公園を活用した賑わいの創出に向けて、市プール跡地への底球場再整備を始め、こ

ども広場やウォーキングコース等の整備を推進します、とした。
。再整備を行い、豊川公園子ども広場が令和 4年 3月 にオープン、市プールの廃上により、跡地
に庭球場を整備集約し12面を令和 5年 4月 にオープンした。

【質疑応答】

Q: 遊具の選定は?
A: 豊)|1公園は乳幼児用を選んでいる。
Q: 市プールの廃上に伴いテニスコー トに転換しているが、テニスヘのニーズが減つていると思う
が、コー トが増えているのはなぜか。

A:他の公園にあつたコー トを統廃合、集約した。
Q: 樹木の伐採について、反紺意見はなかったか。
A: 健全な樹木を残すために、計画的に整備をすることを丁寧な説明を尽くした。
Q: ゴムチップ舗装の耐久性は ?
A: 価格は高いが、10年を超える耐久性はある。今後の維持管理について課題はある。
Q:イ ンクルーシブ公園としての情報発信はどのように行つているのか。
A:近隣の図書館等や、市の広報 ,課のインスタグラム等で情報発信を行っている。

【視察の成果】

・静岡市歴史博物館は、徳)|1家康と静岡との繋がりに焦点を当てることにより、特色ある博物館づく
りができている。施設自体、出土した石垣跡の展示に大きく場所を割いており、収蔵物は約4万点
ある割には展示物をコンパクトに纏めている印象を持らた。
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・開館間もないこともあり、市内の学校等や市民の利用が多い。今後、県内外からの来訪者を

どの様に誘引するか、市内の他施設との連携や近隣の駿府城趾以外に来訪者をどの様に回遊

させるか、本市同様の課題がある様に見受けられた。

・豊川公園こども広場は昨年にオープンし、市民にも認知が広がり視察時にも多くのこども連

れ家族が来られていた。

・再整備前の樹木等の植栽を効果的に残すことによつて、見通しの良い状態となつている。
・運動公園の上部であるため、遊具施設の数はそれほど多くなく、遊具近辺の地面を耐候性と

は言え、ゴム製素材を敷き請めているため、今後のメンテナンスや補修等の課題は残る。

出張報告にかかる領収書等の整理番号その他必要事項を下欄に記載すること

10-8、  10-9 、 10-10、  10-11、  11ヽ 1、  11-2、  11-3、 Ⅲ2‐
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参考様式第 4号

出張報告は下記のとおりです。

出張報告書

令不日6年 2月 2日

大阪維新の会堺市議会議員団

会 派の嘉称 。議 員氏名 ホ|, 泰 司

1.目   的

記

下記各項目についての現地調査並びに取組みについてのヒアリング

①京丹後市「AI音声認識技術 (ELSA AI)を 活用した

英語力向上の取り組みについて」

②京丹後市「ささえ合い交通について」

2。 期   間   令和 6年 1月 23日 (火 )～令和 6年 1月 24日 (水 )

3,日 程 等

② 1月 24日 (水 ) 13:00-15,00

4.面談者
・京丹後市 峰山庁舎
京丹後市議会 副議長
京丹後市教員委員会事務局 教育次長
京丹後市教育委員会事務局 理事兼学校教育課長
京丹後市教育委員会事務局 学校教育課 主任兼指導主事
京丹後市議会事務局 事務局長

・京丹後市 丹後庁舎
NPO法人気張る !ふるさと丹後町 専務理事

 
 
 
 
 様

月  日 時 亥J 出張先 (都市・施設名等)

① 1月 24日 (水 ) 10:00～ 11:15 京丹後市役所 本庁舎 (峰山庁舎 )

京丹後市役所 丹後庁舎

  様
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5.報告内容 【調査内容や成果等について、具体的に記載すること】

①京丹後市役所 本庁舎 (峰山庁舎)
○時系列の報告

1月 24日  10:OO 京丹後市役所に到着後、ヒアリング。
ご対応者

京丹後市議会 副議長
京丹後市教員委員会事務局 教育次長
京丹後市教育委員会事務局 理事兼学校教育課長
京丹後市教育委員会事務局 学校教育課 主任兼指導主事
京丹後市議会事務局 事務局長

 様
 様
 様
 様
 様

【AI音声認識技術 (ELSA AI)を活用 した英語力向上の取り組みについて】
。京丹後市では、令和 3年度に希望生徒 (約 100名 )と英語担当教師に ELSA Speakのアカウント

を配布 して試験運用を開始し、令和 4年度には市内中学 2年生全員にアカウントを配布、教員

研修を 5回実施、令和 5年度市内全中学校 (6校)の企学年の全生徒にアカウントを配布 し本
格運用を開始 した。

・アプリの効果を最大化するために、授業と家庭学習での活用を進めている。

・授業開始時の 5～ 10分を ELSA Timeと設定し、従来のシャドーイング、パラレルリーディング

の代替として活用、家庭学習での活用として、先生から送られてくる単語やフレーズの練習、

課題を設定したアプリ内 AIと の自由会話等を行なっている。

・ELSA Speakの 導入効果が全国学力学習状況調査で表れている一方、教師側の活用へのハー ドル

として単元目標が明確でないために計画的に活用できていない、課題の出し方のアイデアが不

足している、持ち帰 りを十分に進められていないなどがあり、生徒側の課題として、長期休暇中

に活用が進まない、利用する生徒としない生徒が別れるなどがある。

【質疑応答】

Q:利 用しない生徒側の理由は?
A: 不登校の生徒が多い。登校している生徒でも、利用しない生徒がいるのはプリント学習などと
同じ。

: 不登校の生徒の利用は?

: そういつた学校に出て来ることができない生徒にも利用を促している。

: 積極的に利用している教師と利用していない教師の情報共有はどの様に行なっているのか ?

: Teamsを使つて、どの様な使い方があるかなど情報共有している。
: 京都府内の教育委員会内での人事交流は ?

: 前年利用していた教師が、新規で利用する教師にどの様に利用するかを教えている状況。
:教科単元への支障は出ていないか ?

取 り入れていない教師が利用を進められない理由の一つになっているが、活用している教師は

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

32



それまでの教科書音読を上めて利用時間に充てている。

Q:学校用のアプリは、教師側が利用状況・課題の達成率等を掴む事ができるが、それを利用して新
しく指導することはあるのか ?

A:データを使って指導するところには至っていない。
Q:費用は?
A:年間 600万円の予算。生徒数は 1,200人。但し試験運用当時からのやり取りがあるので、他市
で導入の場合は異なってくると思う。

Q:京丹後シーラボとはどういつた取り組みなのか ?
A:ス タンフォー ド大学・ トロン ト大学と共同で環境的な学びを進め、グローバル人材 。次世代リー
ダーを育てるプログラム。プログラム全体英語で行われている。

② 京丹後市 丹後庁舎
O時系列の報告
1月 24日  峰山庁舎から丹後庁舎に向かい、 13:00到 着。ヒアリングを行う。
ご対応者

NPO法人気張る !ふるさと丹後町 専務理事         様

【ささえ合い交通について】

・丹後町は人口4,522人、65歳以上の高齢者が 2,058人、高齢化率 45。 4%。

・急な坂が多く雪が積もると移動が困難となる。

・2008年、丹後町内のタクシー会社が撤退し、交通問題が課題となり、2009年 NPO法人「気張る!

ふるさと丹後町」カミ設立された。

・2014年市営バス (デマンド型)を市から受託運航開始。
・2016年公共交通空白地有償運送 「ささえ合い交通」運行開始。

・ささえ合い交通 ドライバー数 i16名 (国への登録 )

・丹後町で運行されているささえ合い交通は、スマー トフォン等を使い Uberで配車、マイカーを

使ったライ ドシェア型公共交通で、NPO法人 「気張る!ふるさと丹後町」が運営している。
スマー トフォンを持つていない高齢者の代理呼び出しを NPOが行なっている。
・運行区域は、乗車は丹後町内及び町外の弥栄病院、降車は京丹後市全域 (市外は不可)
・料金は距離制で、初乗り1.5kmま で 480円 、以降 120円 /kmで加算される。
。当初はクレジットカー ド決済のみ。2016年 12月 から現金支払いも可能となった。
・運行時間は午前 8時から年後 8時 (365日運休 日なし)
。利用者は丹後町民、観光客等。

・運行実現のメリットとして、 ドア・ッー・ ドア、高齢者の免許返納の促進、日頃使われていな
いマイカーの有効利用、行政コストゼロが挙げられている。

・直近の課題解決の目標として、丹後町外への往復運行の実現 (既存交通業界の抵抗・弥栄病院
で一部実現)、 運賃の高さ感の緩和 (タ クシー料金の 8割 )、 隣接市街観光地への運行、運賃
の距離制に加え、観光利用向けに時間貸し制の追加、スマホを持たない高齢者への普及促進策
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が挙げられている。

・ ドア・ツー・ ドアで乗り降りの際のリスクとして、賠償責任保険に入つている。

【質疑応答】

Q: NPOが 保険等の費用負担が発生しているが、その原資はどこにあるのか?
A: 市から受話している市営バスの受託料 8200万円/年が活動の原資となっている。
Q: 運賃はどの様に配分されているのか ?
A: 7割が運転手の報酬、残 りの 3割を NPOと Uber使用料 (一定比率)で按分している。
Q: 1日 の稼働率は ?

A: 年間 と,100回。月 90回前後。1日 平均 3回程度。病院送迎など曜日で変動する。
Q: 来訪者の利用は ?
A: コロナ前はそれなりにあったが、コロナの期間はほとんど無かった。今後増えてほしい。
Q: 高齢者のスマホ利用について意見等は ?
A:電 話での利用取次をNPOが行なっているが予約が出来ないため、使いたい時に使えるか不安。
入カステンプを減らす様にしたので車両を選ぶことができない。

Q: 運転手が複数台自動車を持っている場合、ステッカー等を貼 り替えれば車両を入れ替えること
はできるのか ?

A: 運転手と同時に車両も国土交通省への登録が必要となる。登録 しておけば車両の入れ替えは可
能。

Q: ドライバー数が 16名だが、運行上支障はないのか ?
A: 現状利用者が高齢者に限られていることもあり問題はない。

【視察の成果】

・京丹後市は、地理的ハンデキャップを超えた質の高い教育機会を提供するという理念の下、グロー

バル人材育成に力を入れており、その一環として ELSA Speakを導入し、言語処理能力を伸ばす
授業への変換をめざし、適切や音声指導を行うことによって音への感度 。文字分解能力が向上し、

スピーキング・リスニング・リーディングの向上につながっている。

・教師側も、生徒の英語力向上を実感する一方で、効果的な利用の仕方は試行錯誤状態にある様に感

じた。

・京丹後市は、ELSA Speakが リリース初期の頃から意見交換を行なってきた実績がある様で、使
用料については、他の自治体より低価に抑えられている様なので、導入する際はどれだけの利用料

になるかが課題になると思われる。

・ELSA Speakの 導入を検討する際は、これまでの英語教育課程のいずれの段階を代替するのか (教
科書の読み合わせからの転換等)を明確にし、教職員側がアプリを習熟する事前のプログラムが必

要ではないかと感じた。
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・ささえ合い交通は、京丹後市丹後町内で民間タクシーの撤退を機に、高齢者の移動確保の為にNPO
が結成され運営している。

・説明動画では、高齢者もスマー トフォン (Uber)を利用して配車していたが、実態はNPOが電話
で配車代行を行なつていることから、今後高齢化が進んだ際の利用し易いアプリの改良が必要だ

と感じた。

・ささえ合い交通開始後、コロナ禍となり地元高齢者の利用が主となつているため、16名のドライ

バーで支障は出ていないとのことだが、今後来訪者利用が進んだ際にはドライバー不足が課題と

なってくると思われる。

・今春以降、ライ ドシェアが部分的に稼働する様になるが、ライドシェアが定着するには既存の交通

事業者との調整 (価格 e営業範囲等)が必要になると思う。
・大阪府下でも民間バスが路線廃上を行 うなど、交通空白地が生じる可能性が高いため、今回

のライ ドシェアやオンデマンドバスの導入について検討を進めるべきだと感 じた。

出張報告にかかる領収書等の整理番号その他必要事項を下欄に記載すること

1-5、 3-2、 3-3
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